
【就学援助制度フローチャート/入学前支給】
※生活保護費受給世帯は、入学準備金として生活保護費とあわせて支給されるため手続き不要です。

世帯人数 世帯人数

2人 2人

3人 3人

4人 4人

5人 5人

※　この基準は、収入ではなく控除額等を差し引いたあとの所得での基準となります。

※　上記基準額は、家族構成、年齢、控除状況等によって異なりますので、あくまでも目安としてください。

需要額判定基準１．２の目安表 需要額判定基準２．５の目安表

世帯構成 所得基準額（目安） 世帯構成 所得基準額（目安）

父または母（38歳） 子（8歳） 約224万円 父または母（38歳） 子（14歳） 約536万円

父（40歳） 母（38歳） 子（14歳） 約248万円 父（40歳）　母（38歳）　子（14歳） 約577万円

父（40歳） 母（38歳） 子（11歳、8歳） 約288万円 父（40歳）　母（38歳）　子（11歳、8歳） 約657万円

父（40歳） 母（38歳） 子（11歳、10歳、8歳） 約328万円 父（40歳）　母（38歳）　子（11歳、10歳、8歳） 約744万円
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受給している

就学援助制度

申請事由 審査基準 該当し得る制度

被災認定条件に該当

経済的
理由に
よって
就学が
困難

児童扶養手当受給世帯

世帯全員が非課税

世帯全員が国民年金が減免

極端に低所得で経済的に

困窮している など

特別支援学級に在籍
又は通常学級に在籍し、学校教育法施行令
第２２条第３に規定する障害に該当
(通常学級在籍の場合、身体障害者手帳若しくは療育手帳又は

基準に該当する医師の診断書の写しの提出が必要になります。)

前年の所得合計が
需要額判定基準
１．２未満

※地域の民生児童委員が家庭

調査に伺う場合があります。

前年の所得合計が需要

額判定基準１．２以上

かつ２．５未満

前年の所得合計が需要

額判定基準１．２未満

特別支援教育

就学奨励費制度
※支給額は就学援助制度の

約半額になります。

※入学前支給はありません。

入学後のご案内になります。

就学援助(被災)制度


